
資料１　国税庁のデジタル化の取組について

確定申告をもっと便利に！

マイナポータルを活用した

給与情報の自動入力

令和５年分の所得税の確定申告から、事業主の方がe-Taxで提出した

｢給与所得の源泉徴収票」の情報が新たに自動入力の対象となりました。

確定申告はマイナポータルとの連携でもっと便利に！

自動入力された
金額を確認して
e-Taxで確定申告!従業員の方

詳細は、国税庁ホームページの
特設ページをご確認ください。 国税庁

「給与所得の
源泉徴収票」
をe-Taxで提出

マイナポータルとの
連携で給与情報を
申告書に自動入力！

事業主の方 税務署



日々の業務を

デジタル化で効率UP!!デジタル化で効率UP

取引や会計などの業務のデジタル化が進めば・・・

単純ミスを防いで
正確性と効率UP！

書類の保存
コストDOWN！

経営の
高度化！

国税庁では日々の取引や会計などの、業務のデジタル化促進に向けて取り組んでいます

会計ソフトの導入等でＩＴ導入補助金の利用も！
詳しくはこちらから

いつでもどこでも簡単便利♪

暮らしにとけ込むキャッシュレス納付

1
キャッシュレス納付で いろいろ！メリットメリットメリット

自宅やオフィスから
スマホ・ＰＣで24時間いつでも納付可能！

4 納付方法が選べて便利！
　　　　　　詳しくはこちらから

暮らしにとけ込むキャッシュレス納付

2 待ち時間なし！
スピーディーで
手続き簡単！

3 納付書不要
現金不要で
手間要らず！

（国税庁資料をもとに作成）

資料2　賃上げ促進税制の概要

　賃上げ促進税制は、法人や個人事業主が、前年度より給与等支給額を増加させた場合に、その
増加額の一部を法人税（個人事業主は所得税）から税額控除できる制度です（令和６年度税制改
正により拡充）。

※１　税額控除額の計算は、全雇用者の前事業年度から適用事業年度の給与等支給額の増加額に税額控除率を乗じて計
算。ただし、控除上限額は法人税額等の20％。

※２　教育訓練費の上乗せ要件は、適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の全雇用者に対する給与等支給額の
0.05％以上である場合に限り、適用可能。

※３　「資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上」若しくは「従業員数2,000人超」のいずれかに当てはまる企業又
は従業員数2,000人超の個人は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出が必要。

※４　資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出が
必要。

【大・中堅企業】全雇用者の給与等支給額の増加額の最大35%を税額控除※１
【中 小 企 業】全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除※１
〈適用期間：令和６年４月１日から令和９年３月31日までの間に開始する各事業年度〉
　　　　　　　（個人事業主は、令和７年から令和９年までの各年が対象）

全
企
業
向
け

上乗せ要件②（新設)
子育てとの両立・女性活躍支援

上乗せ要件①
教育訓練費※２

プラチナくるみん
or

プラチナえるぼし
➡ 税額控除率を５％上乗せ

•適用対象：青色申告書を提出する全企業又は個人事業主※３

税額
控除率
※１

継続雇用者の
給与等支給額（前年度比)

10％＋３％

15％＋４％

20％＋５％（新設)

25％＋７％（新設)

必須要件（賃上げ要件)

中
堅
企
業
向
け（
新
設
）

プラチナくるみん
or

えるぼし三段階目以上
➡ 税額控除率を５％上乗せ

•適用対象：青色申告書を提出する従業員数2,000人以下の企業又は個人事業主※４
　　　　　　　　（その企業及びその企業との間にその企業による支配関係がある企業の従業員数の合計が１万人を超えるものを除く。）

税額
控除率
※１

継続雇用者の
給与等支給額（前年度比)

10％＋３％

25％＋４％

中小企業も
活用可能！

中小企業も
活用可能！

中
小
企
業
向
け

くるみん以上
or

えるぼし二段階目以上
➡ 税額控除率を５％上乗せ

•適用対象：青色申告書を提出する中小企業者等（資本金１億円以下の法人、農業協同組合
　等）又は従業員数1,000人以下の個人事業主

税額
控除率
※１

全雇用者の
給与等支給額（前年度比)

15％＋1.5％

30％＋2.5％

中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の５年間の繰越しが可能（新設）
中小企業は、要件を満たせば、大・中堅企業向けの制度を活用することが可能。

前年度比＋10％
➡ 税額控除率を
　 　５％上乗せ

前年度比＋10％
➡ 税額控除率を
　 　５％上乗せ

前年度比＋５％
➡ 税額控除率を
　 　10％上乗せ


